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経過措置等の取扱いについて（まとめ）
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○ 令和２年度診療報酬改定に係る経過措置等について、令和３年10月以降の取扱いは以下のとおり。

中医協 総－３（改）

３ ． １ ２ ． ３

1. 令和２年度診療報酬改定に係
る経過措置

①急性期一般入院料等における重症度、医
療・看護必要度の該当患者割合の引き上げ
②回復期リハビリテーション料における実
績指数の水準引き上げ
③地域包括ケア病棟入院料等における診療
実績の水準引き上げ 等

すべての医療機関等
で令和３年９月30日
まで経過措置適用

２．施設基準等において年間実績
を使用

例）
①地域医療体制確保加算における救急搬
送受け入れ件数
②処置・手術等の時間外加算における手
術等の件数
③個別の処置、手術等（腹腔鏡下胃切除
術、経皮的僧帽弁クリップ術など）

令和３年度
令和３年９月30日

令和３年10月１日より
新基準適用 ※コロナ補正あり

基準を満たすものとする取扱いにつ
いて、令和４年３月31日まで延長中

令和３年10月１日より、特例は終了し、令和2年の
実績を使用して判定 ※コロナ補正あり

重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関

重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
以外の医療機関

重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関

令和４年３月31日まで令和元年（平成31年）の
実績値で判定可

重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
以外の医療機関

令和３年9月30日まで
令和元年（平成31年）
の実績値で判定可



令和４年３月31日まで経過措置を延長した項目一覧

○ 令和２年度診療報酬改定において経過措置が設けられた項目のうち、新型コロナウイルス感染症の病床を割り
当てられている保険医療機関（以下「コロナ病床割り当て医療機関」という。）において、以下の項目について
は、基準を満たすものとする取扱いを令和４年３月31日まで延長している。
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項目 経過措置

重症度、医療・看護必要度の施設
基準

令和２年３月31日時点で、急性期一般入院基本料、７対１入院基本料（結核、特定（一般病棟）、専門）、看護必要度加算（特定、
専門）、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算１、地域包括ケア病棟入院料又は特
定一般病棟入院料の注７を算定している病棟又は病室については、令和３年９月30日（コロナ病床割り当て医療機関は令和４年３
月31日）までの間に限り、「重症度、医療・看護必要度」に係る施設基準を満たしているものとする。

入退院支援加算３
令和２年３月31日時点で、入退院支援加算３の届出を行っている保険医療機関は、同時点で配置されている「入退院支援及び５年
以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師」については、令和３年９月30日（コロナ病床割り当て医療機関は
令和４年３月31日）までの間に限り、「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」の施設基準を満たしているものとする。

回復期リハビリテーション病棟入
院料１・３

令和２年３月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料１又は３の届出を行っている病棟については、令和３年９月30
日（コロナ病床割り当て医療機関は令和４年３月31日）までの間に限り、「リハビリテーションの効果に係る実績の指数」「管理
栄養士の配置」（１に限る）に係る施設基準を満たしているものとする。

地域包括ケア病棟入院料
（特定一般入院料の注７も同様）

令和２年３月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病棟については、令和３年９月30日（コロナ病床割り当
て医療機関は令和４年３月31日）までの間に限り、入退院支援部門に係る施設基準を満たしているものとする。

地域包括ケア病棟入院料
（特定一般入院料の注７も同様）

令和２年３月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料１又は３の届出を行っている病棟又は病室については、令和３年９月30日
（コロナ病床割り当て医療機関は令和４年３月31日）までの間に限り、診療実績に係る施設基準を満たしているものとする。

中医協 総－９（改）
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1. 令和２年度診療報酬改
定に係る経過措置

①急性期一般入院料等における重
症度、医療・看護必要度の該当患
者割合の引き上げ
②回復期リハビリテーション料に
おける実績指数の水準引き上げ
③地域包括ケア病棟入院料等にお
ける診療実績の水準引き上げ
等

すべての医療機
関等で令和３年
９月30日まで経
過措置適用

令和４年度診療報酬改定
に伴う新たな基準の設定
に伴い、令和２年度診療
報酬改定に係る経過措置

は終了

※項目ごとに当面必要な
経過措置を設ける

※コロナ補正*あり

２．施設基準等において年
間実績を使用

例）
①地域医療体制確保加算におけ
る救急搬送受け入れ件数
②処置・手術等の時間外加算に
おける手術等の件数
③個別の処置、手術等（腹腔鏡
下胃切除術、経皮的僧帽弁ク
リップ術など）

令和４年度診療報酬改定
に伴う新たな施設基準等

の設定

※項目ごとに当面必要な
経過措置を設ける

※コロナ補正*あり

経過措置等に係る令和４年度診療報酬改定における取扱いについて

令和３年度
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○ 令和４年度診療報酬改定においては、新たな施設基準等が設けられるとともに、改定項目ごとに当面必要な経過措
置が設けられる。

○ 新たな施設基準等が設けられることも踏まえ、令和４年度以降の経過措置等の取扱いについて、以下のように考え
てはどうか。

令和３年９月30日

令和３年10月１日より
新基準適用 ※コロナ補正あり

基準を満たすものとする取扱いにつ
いて、令和４年３月31日まで延長中

令和３年10月１日より、特例は終了し、令和2
年実績を使用して判定 ※コロナ補正あり

重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関

重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
以外の医療機関

重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関

令和４年３月31日まで令和元年（平成31年）の
実績値で判定可

重点、協力、コ
ロナ患者受入病
床割り当てられ
ている医療機関
以外の医療機関

令和３年9月30日まで
令和元年（平成31年）
の実績値で判定可

令和４年度
令和４年４月１日

*新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な対応として、診療実績等に係る要件について、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に該当
していた期間は、同等の期間を遡及又は他の期間の平均値で置き換えて算出して差し支えないこととしている。



参考資料
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新型コロナウイルス感染症に伴う診療報酬における対応について（施設基準関係）①

○ 患者の急激な増加等に鑑み、診療報酬の算定について柔軟な取扱いを行うこととした。

（１）医療法上の許可病床数を超過する入院の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより医療法上の許可病床を超過する場合には、通常適用される診療報酬

の減額措置を行わないこととした。

（２）施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、入院患者が一時的に急増等した場合や、学校等の臨時休学に伴い、

看護師が自宅での子育て等を理由として勤務することが困難になった場合等においては、当面、月平均夜勤時間数については、
１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出は不要とした。

（３）看護配置の変動に関する取扱い
（２）と同様の場合において、看護要員の比率等に変動があった場合でも当面、変更の届出は不要とした。

（４）DPC対象病院の要件等の取扱い
（２）と同様の場合において、看護要員の数等の施設基準を満たさなくなった場合については、「DPC対象病院への参加基準

を満たさなくなった場合」には該当せず、届出は不要とした。

（５）本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い
原則として、当該患者が実際に入院した病棟の入院基本料等を算定することとした。また、会議室等病棟以外の場所に入院さ

せた場合には、必要とされる診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が
本来入院すべき病棟の入院基本料を算定することとした。

（６）研修等の取扱いについて
定期的な研修や医療機関間の評価を要件としている項目の一部について、研修や評価を実施できるようになるまでの間、実施

を延期することができることとした。
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新型コロナウイルス感染症に伴う診療報酬における対応について（施設基準関係）②

（７）緊急に開設する保険医療機関の基本診療料の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために、緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料

の届出を行う場合においては、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとした。

（８）新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な

取扱いについて
臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等については、次のとおりとした。（以下、「対象医療機関等」という。）

ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等

イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等

ウ 学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等

エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等

また、緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、緊急事態宣言において緊急事態措置を
実施すべき区域とされた区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、当該臨時的な取扱いの対象とすることとする。

なお、緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については、当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。

※ 訪問看護ステーションについても、同様の取扱いとする。

さらに、対象医療機関等に該当する場合は、手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件について、当該要件
を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとした。また、対象医
療機関等に該当しなくなった後の取扱いとして、

①対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間

を遡及して実績を求める対象とする期間とする

②対象医療機関等に該当する期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から対象医療機

関等に該当する期間を除いた期間の平均値を用いる

こととした。
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